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栗原市建設工事週休２日工事実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、地域の建設業における就労環境の改善を図るため、市が発注す

る週休２日工事（以下「週休２日工事」という。）の実施にあたり、必要な事項を定

めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 発注者指定型 市長が週休２日に取り組むことを指定し、設計において週休２

日に係る補正を考慮している工事をいう。 

⑵ 対象期間 現場施工に着手した日から現場施工が完了した日までの期間をいう。

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日（以下「休工日」という。)並びに次に掲げる期間を除く。 

 ア 現場施工に先立って行う労務、資機材の調達等の準備期間 

 イ 現場施工の完了後の後片付け等の期間 

ウ 年末年始休暇の６日間 

 エ 夏季休暇の３日間 

 オ 工場製作のみを実施している期間 

 カ 工事全体を一時中止している期間 

 キ 発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間 

 ク 受注者の責任によらない災害等で現場作業を余儀なくされる期間 

⑶ 現場閉所 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を

除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場及び現場事務所が閉所

された状態をいう。 

⑷ 交替制 現場閉所での取り組みが困難な工事において、技術者及び技能労働者

が交替しながら休日確保の取り組みを行うことをいう。 

⑸ ４週８休以上 対象期間内の現場閉所の日数の割合（以下「現場閉所率」とい

う。）が２８．５パーセント（８日／２８日）以上の水準に達する状態をいう。こ

の場合において、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所の

日数に含めるものとする。 

⑹ 通期の週休２日 対象期間において、現場閉所の日数が４週８休以上となるこ

とをいう。 

⑺ 月単位の週休２日 対象期間内の全ての月において、月毎の現場閉所の日数が

４週８休以上となることをいう。この場合において、土曜日及び日曜日の閉所で

は２８．５パーセントに満たない月は、その月の土曜日及び日曜日の合計日数以

上に閉所を行っている場合に、当該月の４週８休以上を達成しているものとみな

す。 
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（対象工事） 

第３条 週休２日工事の対象は、原則としてすべての工事を対象とする。ただし、次

の各号に該当する工事は対象としない。 

⑴ 応急仮復旧工事などの緊急を要する工事 

⑵ 対象期間が短いなど、週休２日工事に適さないと判断される工事 

（発注方式） 

第４条 週休２日工事の発注方式は、原則として通期の週休２日による現場閉所によ

る発注者指定型とする。ただし、工期や現場条件の制約等により現場閉所を行うこ

とが困難な工事については交替制とすることができる。 

（実施方法） 

第５条 市長は、週休２日工事の実施にあたっては、休工日に現場閉所することを前

提とした工期を設定するとともに、入札公告又は指名通知及び特記仕様書に週休２

日工事であること及び指定する取り組みの内容を明示するものとする。 

２ 受注者は、通期の週休２日又は月単位の週休２日により休工日を確保するものと

し、当該工事が週休２日に取り組むことを、次の各号に掲げる書類等に明示するも

のとする。 

⑴ 施工計画書 

⑵ 工事標示板 

３ 予定されない降雨、降雪等による現場閉所については、休工日として認めるもの

とする。この場合において、受注者の責任によらない災害又は気象により作業不稼

働日が多く発生したときなどの休工日や対象期間の取扱いについては、市長及び受

注者との協議により決定するものとする。 

４ 受注者は、下請負人を含む現場の労働者等に対して、休工日においては、休日又

は休暇を取得し、事務作業や他現場での作業を行わないよう指導するものとする。 

５ 現場施工に着手するまでの準備期間において、受注者が通期の週休２日から月単

位の週休２日への変更又は現場閉所から交替制への変更を希望する場合は、市長及

び受注者との協議により決定するものとする。 

（交替制による実施方法） 

第６条 受注者は、交替制による週休２日工事を行うときは、週休２日工事の対象期

間を通して技術者及び技能労働者が交替しながら通期の週休２日又は月単位の週休

２日により休日を確保するものとし、施工計画書において、当該工事が週休２日に

取り組むことを明示すること。 

２ 前項の規定は、施工体制台帳に記載された元請及び下請負人の技術者及び技能労

働者を対象とする。 

（実施確認） 

第７条 受注者は、対象期間の開始日から月毎に休日等取得実績書（様式第１号又は

様式第２号）を作成し、市長に提出するものとする。 

（工事費の積算方法） 
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第８条 市長は、週休２日工事の実施にあたっては、４週８休以上の達成を前提とし

た第４条に規定する発注方式に応じて、別に定める補正係数を乗じて、工事の価格

の総額を定めるものとする。 

２ 前項の週休２日工事において４週８休が達成できないことが判明したときは、設

計の変更により補正分を減額するものとする。 

３ 第５条第５項の規定により、実施方法の変更について協議し、かつ、取組みが達

成された場合は、補正係数の変更を行うものとする。 

（工事成績評定） 

第９条 市長は、週休２日工事の工事成績評定において、休工日の取得状況及び第６

条に規定する休日等取得実績書の内容に応じて加点するものとする。 

（委任） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、週休２日工事に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

 この要領は、公布の日から施行し、施行の日以後に公告等をした入札から適用する。 

附 則（令和７年３月１４日） 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。  
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様式第１号（第７条関係） 

休日等取得実績書（現場閉所） 
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様式第２号（第７条関係） 

休日等取得実績書（交替制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


